
   防府市制施行９０周年記念事業補助金交付要綱    

                       令和８年４月１日制定  

 （目的） 

第１条 この要綱は、防府市制施行９０周年を記念し、更なる防府ファンの創

出・拡大に寄与するイベントを開催するために必要な経費の一部を補助する

ことについて、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助対象団体は、事業を主催する実行委員会、協議会、その他の任意

団体等とし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(１) 企画した事業全体を完了まで責任を持って遂行できること。 

(２) 特定の宗教又は政党のための活動又はそれらに類する活動をする団体

でないこと。 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に定める暴力

団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となるイベントは、次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

(１) 本市の魅力を広く発信し、防府ファンの創出・拡大に寄与するもの 

(２) 市内で開催され、広く一般の者が参加できるもの 

(３) 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に実施する事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対 

象事業としない。 

(１) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのある事業 

(２) 専ら営利を目的とするもの 

（３） 市内で開催される大規模イベントと同日、同エリアで開催するもの 

(４) 屋外で事業の主たる内容が実施されないもの 

(５) その他市制施行９０周年実行委員会会長（以下「会長」という。）が

不適当と認めるもの 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定める区分によるものとする。



ただし、会長が特に必要と認める場合を除く。 

２ 前項の定めにより算定した補助金の額に１，０００円未満の端数がある場

合は、これを切り捨てる。 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、防府市制施行９０周年記念事業 

補助金交付申請書（第１号様式）に必要な書類を添えて会長に申請しなけれ

ばならない。 

 （交付の決定） 

第６条 会長は、前条に定める申請があったときは、これを審査し、適当であ

ると認めたときは、申請者に対し防府市制施行９０周年記念事業補助金交付

決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。 

 （変更等の届出） 

第７条 前条の定めにより交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく防府市制施行 

９０周年記念事業計画変更・廃止承認申請書（第３号様式）に必要な書類を

添えて会長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定

額の減額及び交付決定額に変更のない軽微な変更についてはこの限りでない。 

(１) 事業の場所、日時、その他補助対象となる事業内容を著しく変更する 

場合。ただし、荒天による時間変更又は順延を除く。 

(２) 事業を中止しようとするとき。 

２ 会長は、前項に定める届出があったときは、その内容を審査し、交付決定

額を変更することが適当であると認めるときは、交付決定者に対し防府市制

施行９０周年記念事業補助金変更交付決定通知書（第４号様式）により通知

するものとする。 

 （実施報告） 

第８条 交付決定者は、事業が終了したときは、当該事業の完了後３０日以内、

もしくは完了日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、防府市

制施行９０周年記念事業補助金実施報告書（第５号様式）に必要な書類を添

えて会長に提出しなければならない。 

 （額の確定） 



第９条 会長は、交付決定者から前条に定める実施報告があったときは、その

内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に対し防府市制施行

９０周年記念事業補助金交付確定通知書（第６号様式）により通知するもの

とする。 

 （補助金の交付） 

第１０条 前条に定める通知を受けた交付決定者は、速やかに防府市制施行 

９０周年記念事業補助金請求書（第７号様式）を会長に提出するものとする。 

２ 会長は、前項に定める請求書の提出があったときは、これを審査し、適当

であると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、第６条の規定により通知した補助金

の額の範囲内で、概算払の方法により補助金を交付することができる。 

４ 前項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとするときは、防

府市制施行９０周年記念事業補助金概算払請求書（第８号様式）を会長に提

出しなければならない。 

５ 会長は、第９条の規定により確定した補助金が、既に交付している補助金

の額に満たないときは、その差額を返還させるものとする。 

 （決定の取消し） 

第１１条 会長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金が既に交付されているときは、

その返還を命じることができる。 

(１) 偽りの申請その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

(２) この要綱に定める要件を欠くこととなったとき 

(３) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令に違反したとき 

(４) その他、会長が不適当と認めたとき 

２ 前項の規定は、第９条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった

後においても適用があるものとする。 

 （権利譲渡等の禁止） 

第１２条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を他人に譲渡し、又は担

保に供してはならない。 



 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要なものは、別

に定めるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

補助対象経費 

（イベント開催に係るものに限る） 

補助金の限度額 

広告宣伝費 

賃借料 

会場設営費（事前告知看板を含む） 

出演者等謝金・交通費 

消耗品費 

その他会長が特に必要と認めるもの 

 

※消費税及び地方消費税は対象外とす

る 

 

・幸せますフェスタ（春夏秋冬） 

原則５００万円 

 

・集客見込み５００人以上のイベント 

 原則２５万円   

消耗品費は５万円 

※年度内にこの事業に係る補助金申請を行

っていないもの 

※国・地方公共団体又はこれに準じる団体

からの補助金等を受けているものを除く 

※消耗品費は補助対象経費の４分の１まで

の額とする 

 

【加算】 

※防府駅を含む商業地域、防府市宮市町・

防府市松崎町のうち近隣商業地域、又は

富海駅・大道駅を含む近隣商業地域で実

施する場合：５万円 

※イベントを複数日実施する場合：５万円 

  

※上記における商業地域及び近隣商業地域は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）

第８条第１号に規定するものをいう。 

 

 

  



第１号様式（第５条関係） 

年  月  日 

（宛先）市制施行９０周年実行委員会 

    会長 

申請者 住  所            

団 体 名            

代 表 者            

電  話            

 

防府市制施行９０周年記念事業補助金交付申請書 

 

防府市制施行９０周年記念事業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、下

記のとおり申請します。 

記 

 

事業名  

事業費総額                   円 

補助対象事業費                   円 

交付申請額                   円 

 

【添付書類】 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）団体の定款、規約、会則又はこれに代わるもの 

（４）団体の構成員名簿 

（５）その他の参考となる資料 



添付書類（事業計画書） 

事 業 計 画 書 

事 業 名  

団 体 名  

実施期間 年  月  日 ～  年  月  日 

事業目的 

 

 

事業内容 

 

期間・日時 実施内容など 
実施場所及び 

参加予定人数等 

   

参考事項・資

料 

 



添付書類（収支予算書） 

収 支 予 算 書 

 

事 業 名  

団 体 名  

 

【収入の部】                   （単位：円） 

項 目 金 額 備 考 

自己資金   

事業収入   

補助金   

その他収入   

合 計   

 

【支出の部】                   （単位：円） 

項 目 金 額 備 考 

広告宣伝費   

賃借料   

会場設営費（事前告知看

板含む） 

  

出演者等謝金・交通費   

消耗品費   

その他会長が認めるもの   

（補助対象外経費）   

合 計 
  

←対象外経費も含めた事業費総額 

【収入の部】の合計金額と同額になります。 

 

←総事業費から対象外経費を差し引いた金額で

す。 
補助対象経費 

 



第２号様式（第６条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

           様 

       

市制施行９０周年実行委員会 

会長                

 

 

防府市制施行９０周年記念事業補助金交付決定通知書 

 

年  月 日付けで交付の申請のあった防府市制施行９０周年記念事業

補助金について、下記のとおり決定したので、防府市制施行９０周年記念事業

補助金交付要綱第６条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

 

１ 補助金交付決定額   金           円 

 

 

２ 条件等 

 

 

 



第３号様式（第７条関係） 

年  月  日 

 

（宛先）市制施行９０周年実行委員会会長       

 

申請者 住  所             

団 体 名             

代 表 者             

電  話             

 

防府市制施行９０周年記念事業計画変更・廃止承認申請書 

 

年  月  日付第   号で交付決定を受けた標記の事業について計

画変更・廃止しましたので、防府市制施行９０周年記念事業補助金交付要綱第

７条第１項の規定に基づき届け出ます。 

記 

１ 届出の内容 

 

 

２ 届出により変更となったイベント対象経費 

変更前 円 

変更後 円 

減額 円 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

市制施行９０周年実行委員会 

会長              

 

 

防府市制施行９０周年記念事業補助金変更交付決定通知書 

 

年  月  日付けで届出のあった防府市制施行９０周年記念事業の計

画変更に基づき、下記のとおり補助金の交付決定額を変更しましたので、防府

市制施行９０周年記念事業補助金交付要綱第７条第２項の規定に基づき通知し

ます。 

記 

 

１ 補助金交付決定額   金            円 

 

変更前 円 

変更後 円 

減額 
円 

 

２ 条件等 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

年  月  日 

 

（宛先）市制施行９０周年実行委員会会長        

 

申請者 住  所             

団 体 名             

代 表 者             

電  話             

 

防府市制施行９０周年記念事業補助金実施報告書 

 

年  月  日付け第   号で交付決定を受けた標記の補助金の実績

について、防府市制施行９０周年記念事業補助金交付要綱第８条の規定に基づ

き報告します。 

記  

 

事 業 名  

補助金交付決定額       円 

事業費総額       円 

補助対象事業費       円 

補助金額       円 

【添付書類】 

（１）事業報告書 

（２）収支決算書 

（３）実施状況の写真 

（４）その他の参考となる資料 



添付書類（事業報告書） 

事 業 報 告 書 

事 業 名  

団 体 名  

 

事 

業 

実 

施 

内 

容 

 

期間・日時 実施内容等 実施場所及び参加人数等 

   

事 

業 

の 

成 

果 

 

添 

付 

書 

類 

□ 開催要領 

□ 参加者募集チラシ 

□ 来賓・参加者名簿 

□ その他実施状況を示す資料：参加者配布資料、報告写真 等 



添付資料（収支決算書） 

収 支 決 算 書 

 

事 業 名  

団 体 名  

【収入の部】                   （単位：円） 

項 目 予 算 額 決 算 額 内 訳 

自己資金    

事業収入    

補助金    

その他収入    

合 計    

【支出の部】                   （単位：円） 

項 目 予 算 額 決 算 額 内 訳 

広告宣伝費    

賃借費    

会場設営費（事前告知看

板含む） 

   

出演者等謝礼・交通費    

消耗品費    

その他会長が認めるもの    

（補助対象外経費）    

合 計 
  ←対象外経費も含めた事業費総額 

【収入の部】の合計金額と同額にな

ります。 

 

←総事業費から対象外経費を差し引

いた金額です。 補助対象経費 
  



第６号様式（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

                 市制施行９０周年実行委員会 

会長              

 

防府市制施行９０周年記念事業補助金交付確定通知書 

 

   年  月  日付けで報告のあった防府市制施行９０周年記念事業補助

金について、下記のとおり交付する額を確定したので、防府市制施行９０周年

記念事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

補助金交付確定額   金          円 

（補助金交付未払額             円） 

 

補助金交付決定額       （A）  円 

補助対象となる経費の精算額  （B）  円 

補助金交付確定額       （C）  円 

補助金概算払額        （D）  円 

補助金交付確定額－補助金概算払額 

（C）－（D） 
 円 



 第７号様式（第１０条関係） 

年  月  日 

 

（宛先）市制施行９０周年実行委員会会長        

 

申請者 住  所             

団 体 名             

代 表 者             

電  話             

 

防府市制施行９０周年記念事業補助金請求書 

 

年  月  日付け第   号で交付決定を受けた防府市制施行９０周

年記念事業補助金について、防府市制施行９０周年記念事業補助金交付要綱第

１０条第１項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

記 

 

１ 請求金額 金         円 

 

２ 振込先 

 

金融機関名 
     銀  行         本  店 

     信用金庫         支  店 

預金口座 普通・当座 口座番号  

口座名義 
ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

 



第８号様式（第１０条関係） 

年  月  日 

 

（宛先）市制施行９０周年実行委員会会長        

 

申請者 住  所             

団 体 名             

代 表 者             

電  話             

 

防府市制施行９０周年記念事業補助金概算払請求書 

 

年 月 日付け第 号で交付決定を受けた防府市制施行９０周年記念事

業補助金について、防府市制施行９０周年記念事業補助金交付要綱第１０条第

４項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 概算払請求額   金             円 

   交付決定額 

    既交付額 

 

２ 振込先 

金融機関名 
       銀  行       本  店 

       信用金庫       支  店 

預金口座 普通・当座 口座番号  

口座名義 
ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

 

 


